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届出書の1様ゴに記入のうえ、次の書岬を添付して提出して下さい:‐ |‐

①、そ―の華棒の華機の位鷺鴛‐示す図爾(任意の事
‐
面に大ま―かな餞置奪諄ム) .‐

②その森森の轟地の登記事項講騨書(写

鼈駆瑣鉤瑾鯰綺b港      ざ・ 続分割協議の臨録、土地の権rll書の篭

森林の土地の所有者届出書

年  月  日

市町村長 殿

電話番号

次のとお り新たに森林の土地の所有者 となつたので、森林法第 10条の 7の 2第

1項 の規定により届け出ます。

注意事項

1 新たに所有者 となつた森林の上地について、その所在する市町村ごとに提出すること。

2 氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。

3 所有権の移転の原因欄には、売買、相続、贈与、会社の合併など具体的に記載すること。

4 土地に関する事項は、番号欄の番 号に対応 して、 筆の土地ごとに記載すること。

5 面積は、ヘクタールを単位 とし、小数第 4位まで記載 し、第 5位 を四捨五人す ること。

6 持分割合は、新たに所有者 となつた土地について共有 している場合に記載すること。

7 備考欄には、森林の土地の用途、森林の土地の境界の把握の有無その他参考 となる事項を記載すること。

8 規則第 5粂の 2第 2項に規定する次の書類を添付すること.

(1)当 該土地の位置を示す地X
(2)当 該土地の登記事項証明書その他の届出の原因を証明する書面
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に関する事項

前所有者の住 Pl

前所有者の氏名

(法人にあつては、名称及び代表者の氏名 )

所有者 となつた年月 日 所有 Fcの 移 |_Fの 原 因
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届‐出をしなし`t文は虚偽の届出をしたときは、10万円
以下の追料が科されることがあります。■■|~■ ‐ ‐

森林所有者となった方は、立木の伐採を行う場合は市町村長に伐採及び伐採後の

造林の事前届出、lha超の林地開発を行う場合は知事の許可が必要です (保安林で |

|は、立木の伐採等及び土地の形質の変更について、知事の許可等が必要です)。
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